
議案第１２２号  

 

鹿 沼 市 下 水 道 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て 

 

 次のように改める。 

  令和２年１１月２５日提出 

                     鹿沼市長 佐 藤  信      

 

 

 

 

 

鹿沼市下水道条例の一部を改正する条例 

鹿沼市下水道条例（昭和５０年鹿沼市条例第４１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１３条中「区分」を「表」に改め、同条各号を削り、同条に次の表を加える。 

  



 使用料  

 

用途  

基本使用料  

（１月につき）  

超過使用料  

（１立方メートルにつき）   

 汚水量  金額  汚水量  金額  

 一般用  １０立方メート

ルまで  

１，１００円  １０立方メート

ルを超え２０立

方メートルまで

の分  

１３０円  

 ２０立方メート

ルを超え３０立

方メートルまで

の分  

１５０円  

 ３０立方メート

ルを超え５０立

方メートルまで

の分  

１７０円  

 ５０立方メート

ルを超え１００

立方メートルま

での分  

１９０円  

 １００立方メー

トルを超える分  

２１０円  

 公衆浴場用  ２００立方メー

トルまで  

５，０００円  ２００立方メー

トルを超える分  

３０円  

   附 則  

１ この条例は、令和３年５月１日から施行する。  

２ 改正後の第１３条の規定は、令和３年８月分として徴収する使用料から適用し、

同年６月分までの使用料については、なお従前の例による。  


